
 
 
 
 
 

 
持続可能な森林経営研究会 

第 5 回セミナー 
2008 年 12 月 2 日 

議事概要 
 
 
 
 

 

「森林情報は必要な事項が的確に把握されているか」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
この議事概要は、事務局でとりまとめたものであり、発言によっては、趣旨を取り違えて

いることもありえますので御容赦下さい。 



1．家原敏郎氏による講演 

1‐1．要旨 

 ここでは、主として統計学的なプロット調査による森林調査について述べる。統計学的

なプロット調査とは、統計学的にランダム抽出または系統抽出された多数の点によるプロ

ット調査である。ランダム抽出は技術的に難しさがあるため、一定間隔でプロットを設定

する系統抽出がよく行われる。この手法によって、ある地域（国家、州など）の森林面積

を求めるには、対象地域に点（プロット）を配置し、そこが森林か非森林かを調べる方法

で、森林蓄積やバイオマス量は、各プロットの測定値の分散から計算できる。統計学的な

調査であるので、推定結果は推定値 X、95％信頼区間±Y、推定精度 Z％のように精度付き

で表すことができる。他方、日本の森林資源調査である森林簿システムのような悉皆調査

ではないので、地域全体では精度付きでわかっても、その点の情報しかわからないという

欠点をもつ。この手法による森林資源調査は、欧米で発達し、国家レベル統計として使わ

れている。欧米各国でこの種の調査が用いられるもうひとつ理由として、欧米の私有林、

会社有林では、プライバシーの問題があり、補助金制度も無い場合が多いので、行政機関

は森林所有者レベルの情報を把握しない（できない）傾向にあることがある。 
 欧米のプロットによる森林資源調査は各国多様であるので、代表的な４カ国を事例とし

て紹介する。フランスでは、500 または 600ｍのメッシュの格子点ごとに空中写真で森林タ

イプを判読し、その一部に固定サイズの４重円形プロットで調査している。ドイツでは、

4km メッシュの格子点に四角形のトラクトがあり、その頂点にビッターリッヒ法による可

変長円形プロットを設定し調査されている。スウェーデンは、最大 12 個のプロットをもつ

大型のトラクトを使うことが特徴である。カナダは、日本の森林簿・森林 GIS とほぼ同様

な調査システムをもっているが、モントリオール・プロセスや京都議定書への対応を契機

として、空中写真とプロットの組み合わせによる調査システムを1999年に導入した。また、

各国とも、単に立木調査だけではなく、植生や枯損木、倒木、根株、土壌など、生態学的

な側面を加えた多目的な調査とすることを指向している。 
 日本でも、詳細な森林の状態を得るための必要等のため、統計学的なプロット調査であ

る森林資源モニタリング調査を 1999 年に導入にした。これは、全国土に 4km のグリッド

をかぶせ、その点が森林であるか否か、森林であれば 0.1ha の円形プロットを設定し、森

林調査を行うものである。各プロットは５年周期で測定される。プロットは 0.1、0.04、
0.01ha の三重円形プロットであり、小さい円ほど小径木までを対象とした調査を行ってい

る。立木調査のほか、植生や倒木、枯損木の状況、土壌浸食度など多岐にわたる項目が調

査される。調査は、民有林は都道府県、国有林は森林管理局が行い、調査結果は林野庁に

よって集計・分析される。最近、その第Ⅰ期分の結果について、その一部が示されつつあ

るが、詳細な調査であるだけに、日本全国での大径木の出現状況といった、今まで把握す

ることができなかった情報が得られつつある。 



 例えば、人工林の間伐遅れの指標となる林分密度の変化といった、詳細な森林の状態の

変化を把握するには、この種の調査を継続してしてこそ可能になってくるので、都道府県

等において予算の面で厳しさがあると聞いているが、今後とも調査の継続とそのための予

算の確保が重要であろう。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1-2. 講演 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

・フランスでは、専門機関の専門職員が調 
査を行うため、非常にレベルが高い。 

 
 
 
 
 
 
 
・4kmごとに点を落として、そこを調べる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

･営林署職員は現地に精通しレベルが高い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・フィンランドも、スウェーデン同様の特 
色を持つ。 

・実施機関が大学であることが、スウェー 
デンの特徴である。 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

・カナダは、日本同様、複数の調査がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・カナダは、ほとんどが国有林、公有林で 
ある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

・第 1 回が 1999 年というのは、日本と同 
じである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・カナダは、国､公有林であることから連邦

政府と州で役割分担ができている。 
 
 
・アメリカについては省略したが、資源調

査ではトップレベルである。 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 林野庁計画課が、リーダーシップをとる。 
・調査をほとんどコンサル会社に委託して 
いるが、業務委託の透明化から入札で業 
者選定が行われており、毎年業者が変わ 
る。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

・樹種名表記に関して、かつて「その他広 
葉樹」というようにまとめられていたも 
のも、１つ１つ樹種を表記することにな 
った。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・林野庁は今年あたりから少しずつ、集計 
したデータを資料などとして公開するよ 
うになってきた。 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

・これまでなかった、広葉樹の情報が示さ 
れるようになった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・枯損木がある程度出ることは、生物多様 
性の面からすると悪いことではない。 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・森林簿情報に関して。スウェーデンなど 
は 20 年前まではやっていたが、今はやめ 
ている。 

 
 
 
 
 
 
・日本のモニタリング調査は、現在 15000 
点で行われている。毎年全国の 5 分の 1 
ずつ調査を行い、5 年間で 1 回全てが終 
わる。今年でちょうど全国の 2 回目が終 
わるところである。 

・予算が不足している現状がある。こうい 
った調査は継続すべきなので、予算を考 
えてほしい。 

・森林所有者の中には、調査を拒否する人 
がいる。税務の関係でないことを話した 
上で協力してもらう必要がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2．長沼隆氏による講演 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・137 万小班は、全国の国有林の小班数と 
同じである。そのくらい細かく区分され 
ている。 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
・個人情報については、本人と委任状を持 
った人にしか公開しない。 

・3、4 の利用方法は本来の目的とは異なる 
が、利用頻度は高い。 

 
 
 
 
 
・森林簿は森林法ができた時に初めて作ら 
れた。手作業で作成されたため、人によ 
って精度がばらばらであった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

・ 森林簿は 2 条森林についても作成するが、 
データが入っておらず 5 条森林を対象と 
している県も多い。 
岐阜県では、2 条森林も 5 条森林も同程 
度のデータが入っている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・開発等修正モレ…小班番号が打ってあり 
森林にカウントされているが、実際は道 
路になっている。 

・森林地域の拡大修正モレ…作成当時は細 
かすぎて分かっていない個所もあった。 
本当に林業用に使っている森林なのか、 
最終的には人による判断が必要である。 

 
 
・市町村が管理する課税台帳は、相続等を 
経た後の実際に管理している人が分かる 
ので便利だったが、個人情報保護問題で 
現在は利用できない。 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・都市部において、調査が進んでいない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・岐阜県では、森林整備地域活動支援交付 
金において、施業境界明確化を優先的に 
行うよう指導している。 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

・森林簿情報を、森林組合には出すが民間 
事業体には出さない、という県が多い。 
岐阜県は両者に基本的に同じ条件で出し 
ている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・樹高、成立本数、直径は、収穫予想表に 
よる。 

・地位を 5 段階に分け、調査点を当てはめ 
ている。 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

・樹高、成立本数、直径、施業履歴などは、 
森林簿に入っていないが施業を行う上で 
重要なデータである。 

・施業履歴については、間伐を入れようと 
している。 

 
 
 
 
・収量比数や形状比を算出するよう指導し 
ているが、面倒でできない、と現場から 
言われている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・人間の目で見た時の入力ミスである。 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

・登録を行えば、編集モードで個人的に 
WebGIS を作成することができる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

・森林部局だけではなく、道路・河川・都 
市部分を管轄する部局がそれぞれの地図 
データを作成・更新し組み合わせること 
で、統合型 GIS が可能になった。 

・イコノス画像データは高価で当初に入れ 
たのみである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・情報を一元化することで高度化できると 
考える。 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・森林の機能は横ならびではなく、階層性 
がある。 

・全てのところに同じ情報が必要か？ゾー 
ンに合わせた情報を収集することを検討 
すべきである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3．ディスカッション 
 
3－1．ディスカッション 
 （発言者の表記について： 

説明者 家原氏→家、長沼氏→長、委員→委、アドバイザー→ア） 
 

委：デジタルオルソは全県に導入されているのか。 
長：全県には導入されていないと思う。 
委：岐阜県にはいつから入っているのか。 
長：5 年ほど前からである。 
 
委：モニタリングの目的はなにか。 
家：国際的にか、それとも日本での目的か。 
委：日本での目的である。 
家：林野庁が公式にまとめている通り、モントリオールプロセスへの対応である。 
委：そうなると、日本の林業をどのように持っていこう、といった意識から始まったこと 

ではないのか。 
家：施業計画等で使われ始めているということなので、そういう考えもあるのではないか。 
委：ヨーロッパの事例を調べたことがある。オーストリアでは、目的の変化に伴い調査項 

目も変わってきている。資源量の的確な把握から始まり、それに加え針広混交林の分 
布の把握や生物多様性などが入ってきた。ヨーロッパなどは目的に合わせて調査が行 
われていると思うが、日本はそうではなくてモントリオールプロセスのために行われ 
ているのか。 

委：それぞれの国でそれぞれの目的を持って森林を調査していると思うが、調査項目は同 
じなのか。それとも地域によって内容はちがうのか 

家：例に挙げた 4 つの国（フランス、ドイツ、スウェーデン、カナダ）に関しては、調査 
密度やトラクトの問題はあるが、調査の内容に関しては同じである。アメリカ合衆国 
については、地域別にやった調査を強制的に統一したという経緯がある。目的に応じ 
て別々にやっている例は、把握している限りではニュージーランドだけであり、その 
目的意識は林野庁的というより環境省寄りである。 
カナダでは、昔は日本的な手法でやっていた。森林簿型で集計していた国もあったで 
あろう。ところが、典型的にはフランスだが、モニタリングのような方法でしか把握 
できなかった国もある。民間が強く国が入ることを拒否するので、あのような形にな 
ったのである。 

委：目的に合わせたゾーニングの仕方の話が長沼氏からあったが、地域別の議論はそうい 
う形で考えることはできるのか。全国でやるべきことと地域別でやることを分けるこ 



とは可能なのか。 
また、モントリオールプロセスから見た時に必要な情報は取れているのか 

家：モントリオールプロセスは 7 基準と多岐にわたる。その中には、社会科学的な指標も 
含まれる。自然科学的なものに関しては、これまででデータがだいぶ取れていると思 
われる。ただし、問題は水に関してで、水量や水質の測定方法については確立されて 
いると思うが、人と金の問題がある。モントリオールプロセスの基準には挙げられて 
いるが、加盟国の中ではアメリカ以外では手が出せずにいる。 
プロット調査でやれることはやれていると考える。 

  地域別に関しては、日本ではまだ進んでいない。 
 
委：森林調査簿について。充実させていくべきだ、という主張が講師の 2 人から聞かれた 

が、本心なのだろうかと思った。森林簿は重要だが行政ばかりが使って一般にはほと 
んど使われていないのではないか。 

長：せっかく作った森林簿を、林業経営の方に使ってもらいたい。施業や補助事業をやれ 
ばデータが取れてくる、それを反映させる事が出来るのではないか。個人は、権利は 
主張するが義務は果たさないことが多い。調査結果である森林簿情報は欲しがるが調 
査に関しては文句を言ってくる。所有界の話などは特にデリケートである。 
税務署の相続の書類には、今もそうかは分からないが、森林簿のデータを書かなけれ 
ばならない欄があった。 

  森林施業計画を森林組合以外が立てられるようになったのに森林簿を森林組合だけが 
独占するのはおかしいとの主張にこたえ、岐阜県では施業計画の核になる情報を民間 
事業体にも出すようになった。森林組合からは情報公開の手続きが厳しくなったと言 
われたが、民間と同様に扱うようにした。他県で森林組合優先が多いのは、委託して 
森林簿を作らせているという名目で提供しているが、そうであれば、委託目的以外の 
組合活動には利用できないはずであり、やはり問題があるのではないかと思う。 

 
委：所有界確定が重要だと思うが、その際に工夫されていることはあるのか。 
  森林簿の精度があまり良くないのにもかかわらず、詳しくない所有者にはよりどころ 

にされているという悪い例がある。精度を高くすることが所有界確定においても大事 
なのではないか。 

長：工夫になるかは分からないが、事業を盛り込んでやっていこうとしている。団地化し 
てお金を返すことで関心を持たせる。昨年試験的に行ったのは、郡上市で境界を明確 
化する作業である。近隣の人を呼んで会議を開き、図やデータを見せて確認作業を行 
った。それなりの日数とお金がかかるため、広範囲に対して行うとなると難しい。 

  地籍調査は市町村が担っており、森林所有者に杭を渡して所有者同士の了解の下で境 
界を確認して貰っており、境界を確認する作業そのものは市町村では行っていない。 



委：今後日本の（民間）林業を活性化するためには所有の流動化や団地化など、境界が重 
要な話題になってくると思う。小さな山でも林地境界がはっきりしていない。地元で 
管理していた年配の方に今は助けてもらっているが、それもできなくなってくる。そ 
の時にどうやったら林地境界を確定できるかが不安である。現在国交省が作っている 
制度（林地境界に関する簡単なデータを作る）などはあるが、どういう風にやったら 
いいのか。 

長：林地境界の保全事業は急務である。地籍調査前の予備調査をやろう、とはしている。 
そういう意味では交付金をもっと活用して欲しい。杭を打つなど、一生懸命やってい 
る市町村もある。誰がやるか、という話は非常に難しい。地籍調査は林野庁がやって 
もらえるよう言いに行こうとしたことがあるが、敷居が高くて難しかったし、建設省 
の仕事だと言われるだけであった。最も重要なのは、誰がやるのか、ということであ 
る。所有者（地元）の協力態勢、特に中心となって動いてくれる取りまとめ役がいる 
かいないかによって大きく違ってくる。そういった人材をどうやって発掘するかが問 
題である。 

委：この委員会で議論していかなければならない。 
 
委：境界確定に関して。日吉町では確認が終わっている。作業に関し文句を言う人なども 

いるが、それも踏まえた上でハングリーにやれば可能である。そういう取り組み姿勢 
のところが少ない。 

  森林簿で 172 項目の情報を入力しているのか。労力がかかるのではないか、どこまで 
必要なのか。 

長：毎年更新しても変わらない項目は置き換えるだけである。細かな項目も含めて 172 項 
目ということである。かつて行っていた全県一律更新（補助金などで出てきたデータ 
を毎年置き換えていた）をやめた。現在は 5 年に 1 度の編成調査で空中写真を撮った 
時にデジタルオルソ写真を作成し、それと見比べた上で情報更新を行っている。 

委：樹高や立木本数のデータは無いのに、どうやって立木材積を出しているのか。 
長：スライド 20(成長曲線)のように、調査から推定している。実測値ではない。 
委：172 項目について。たとえば、樹種は 1 つの項目なのか、それとも樹種ごとにコードが 

あってそれぞれを 1 項目と数えているのか。 
長：樹種別に項目が違うということではないが、樹種も第 1、第 2 樹種、と階層がある。 
委：それは何のために行われているのか。 
長：森林簿の作成要領に定められた項目を入れるために整理しているのである。 
委：それは、何のためにではなく、言われたからやっているだけなのではないか。 

ドイツの例では 3ha 以上には義務付けられた項目がある。林業経営上はこれで十分 
なのではないか。細かすぎるのは、目的の不明確さやコストの問題がある。 

長：今は一律で項目があるのでそれに従って作成している。 



委：県と市町村と森林組合（民間）の 3 者が森林情報をめぐるアクターになってくると思 
うが、その役割分担に関して。森林簿を作る、更新するのは県である。情報収集を行 
い吸い上げるのは市町村である。現場で調査等を行うのは森林組合。県という引いた 
立場が森林簿を管理していることについて、現場で仕事されていての実態と課題、役 
割分担の在り方などはどう考えているのか。 

長：市町村がやるといいのではないかと思う（森林技術 10 月号、長沼氏の記事）。ただし、 
市町村にはそういう人材がいない。合併したところでは新しく林業課を作るところが 
あるが、森林技術を専門とする人材がいない。その上、県の仕事がどんどん市町村に 
おろされており、余裕がないのである。県と市町村と林業事業体それぞれの役割を果 
たすことが重要である。補助金を使って仕事が行われているが、それが当たり前の流 
れになっているので、それを変えなければならない。 
所有者が分からない、話に行けない、といった問題がある。間伐が量的面積では多く 
行われていても、ノルマを達成するために同じ地で何度も行っているだけかもしれず、 
属地的面積が多いかは分からない。役割分担はよく分からないが、その地域にずっと 
いて地域の森林のことをよく分かっている人がやらなくてはいけない。 
規模がどのくらいなのかという問題もある。１人で目が届く範囲は 500～1500ha くら 
いである。だが、県や市町村はそんなことできない。狭い範囲だけみるのではなく広 
く見比べることも必要である。 
地方分権といいながら、うまくできていない現状がある 

委：チェック体制の必要性を感じる。 
  森林施業計画から県に至るまでがだいぶ重たくなっているように思う。 
長：モニタリングは、広い全体をつかむものである。我々もモニタリング調査を手伝って 

いるが、調査結果がどういう使われ方をしているのかはよく分からない。施業には使 
えないのではないか。その際には、目的に合った調査が必要だと思う。 

委：大事な議論だが、全体像を見ないとどうこう言いづらい。 
 
ア：モニタリング資源調査の目的がモントリオールプロセスであることについて。モント 

リオールプロセスの意味は、持続的な森林経営を何で測るのかをしっかりおさえてい 
こうというものである。政策を行う上で何を把握しなければいけないか。政策＝合意 
形成であり、そのために何を調べなければならないか。森林が果たす役割の評価を行 
う必要があり、そのためにモニタリングが重要である。その基準がモントリオールプ 
ロセスである。だからやはり、モニタリング資源調査は政策決定のために行われてい 
るのだと思う。日本でのモニタリングの動機はやはりモントリオールプロセスという 
ことになる。水資源の動きの把握には限界があると思う。生物多様性に関しても、動 
物のフンから調べることは可能だと思うが、限界があるのではないか。 

委：モニタリング調査により決定される政策の目的は資源量の把握か。 



ア：資源の意味も問い直す必要がある。 
委：他の国は動物に関して調査は行っていないのか。 
家：日本同様、本当の林業部署ではない所がやっている、ただし連携は日本より少し良い。 
 
ア：わが社は独自の森林簿を持っている。樹高、本数密度、直径、施業履歴も別のシステ 

ムでデータを持っている。全国に広がる社有林の把握という目的もあるし、木材生産 
を考えた時に収穫予測も可能である、林分を自動成長させている部分もあるし施業し 
た場合は施業履歴を情報更新し運用している。そこまでやっても、現場の伐採量の実 
感と計算がずれてくる。もとのデータの精度を上げるために衛星画像やレーザープロ 
ファイラを使いたいと思っているが、コストがかかって難しい。岐阜県ではレーザー 
プロファイラのデータを整備してあると聞いたが、どう使われているか。また、それ 
は民間にも可能なのか。 

長：レーザープロファイラについては、スライド 38 参照。岐阜県では 1 回はデータ取得し 
ている。共有空間データ整備で、衛星画像とレーザーを用い、データを作り直した。 
これらが民間に使えるかどうかは分からない。制限がかかっている。岐阜県庁の中で 
使うというマルチユーザー設定はされている。統合型なので、市町村までは大丈夫だ 
ろうが、民間はむずかしい。 

ア：レーザープロファイラの樹高のデータは使われているのか。 
長：使われていない。正確なものは、まだとれていない。樹種によってレーザーをはね返 

す度合が異なることがある。 
  画像をつきつめて現地と合わせて確認すれば正確なデータが出てくるが、全県にあて 

はめられるかというと、教師データ収集に時間がかかるため難しい。労力とコストが 
かかるため、どのくらい粗いデータで精度を確保できるかを、森林文化アカデミーで 
調べている。まだ研究段階である。 

 
委：サンプリング調査について。現在行われている 15000 点は 1999 年から始まって今行 

っている最中であるが、サンプリング調査自体は過去に行われており(原文のように発 
言はあったが、事実関係は間違い)毎回それなりの答えが出ている。これが次の調査の 
結果と比較される、といったことが行われていない。今のサンプリング調査が続くの 
か、という確信がないと着手することは難しいのではないか。 

家：林野庁担当は未来永劫やると言っていた。そうなればいいと思う。 
委：モニタリング調査のデータは貴重である。大学や研究機関が利用できるようになると 

広がりが出てくると思うが、モニタリングだから変に改変されたら困るだろうし、公 
開に至るまでにまだ問題を残している。いつかデータがオープンになるというような 
希望的な感触はあるのか。 

家：どのようにオープンするのかを今後検討することになっていて、林野庁もその気があ 



るのだと思う。しかし、研究者と所有者がもめないかが心配事としてある。今のとこ 
ろ、徐々に情報が出てくる感じではある。地球温暖化対策の分野ではデータの利用を 
考えても良いとされている。それ以外のことは後で考えようということのようだ。 

 
委：ドイツの森林管理局の HP を見ると、森林簿情報が公開されている。エクセルで取り 

出すこともできる。オーストリアも同様である。なぜ日本ではできないのか、疑問で 
ある。マクロなものでもできないのか。 

家：マクロ的なものは、そろそろ出てくるのではないかと思う。 
 
ア：森林に関する情報や GIS などかなり高度化している。森林簿で 172 項目ある、などと 

いった話もそうである。全国で森林簿がそのような状況だから、管理の上ではもっと 
スリム化されてもいいのではと思いながら行政も使っている。業務必携は大事である。 
次に見直されるべきは高度化された情報の整理、利用法である。誰でも簡単な情報を 
取り出せるべきである。地域森林計画のガイドラインのようなものを議論してほしい。 
森林組合はなかなか市町村を頼れずに県の出先機関の方を向いていしまう。 

長：確かにそう思う。岐阜県の場合、市町村の職員の技術力向上のために研修を行ったり 
している。そういったものも必要である。国が行っている研修は、県職員は行くが市 
町村職員は行かない。市町村も技術力を高めることが必要である。森林は、管理を行 
っていてつくづく思うが、色々な経験をしないと身に付かない。収量比数くらい知っ 
ていてもいいのでは、と思うのだが。調査にこれだけのお金をつぎ込んでいるのだか 
ら、一般の人への説明責任として職員は知っているべきである。ガイドラインは必要 
だと思うが、簡単ではないように思う。必要最低限なものは何か、どういうものなの 
か、議論する必要がある。 

 
委：行政が作っている森林簿と住友林業が作っているものはどのくらい内容が同じなのか。 
ア：かなりずれている。今のところ、施業計画は当社の情報で認めてもらっている。項目 

が異なるので、厳密な精度比較は難しい。 
委：岐阜県は 172 項目とのことだが、住友林業の項目数はどのくらいか。 
ア：実際使っているのは 20 項目くらいである。 
 
委：今日のテーマは森林情報だが、似て非なる森林情報が 2 つある。1 つは森林整備、公益 

的機能の発揮に関する行政が管理しなければならないもの、もう一つは林業経営のた 
めのものである。林業経営のためのものは現場が積み上げていかなければならない。

公益的機能発揮のための情報は、かなりマクロである。 
日本の森林簿の位置づけだが、サンプリングのアイディアと場所別の個別林分の両方 
を兼ね備えたものとして今日まで発展してきた。森林簿に 172 項目もいらないという 



のはもっともだが、レコードがあり、その中に各々フィールドが組み込まれているか 
ら、項目数として増えてしまうのは仕方ない。必要か必要ではないかということに関 
して、必要な時に切り出せば良いからあっても邪魔ではない。しかも多くは土地に関 
する情報であり変わる値ではないため、更新の手間はさほど問題でないと考えられる。 
下から積み上げる林業の情報と、トップダウンの公益的機能の和集合としての森林簿 
が必要である。何もしない林地は私有林であっても森林簿がいらないのではないか、 
という極論もある。トップダウンとボトムアップの情報の質は違う事を認識しなけれ 
ばならない。森林施業計画、市町村森林整備計画など階層があるが、市町村森林整備 
計画がトップダウンとボトムアップの交差点になると思う。 
制度と情報の質はセットで考えなければならないのではないか。 

委：今日まで 3 回のセミナーで森林情報のあり方や取り扱いについて議論してきた。 
  必要な情報をもう 1 回整理する必要があるのではないか。今まではすべてを森林簿に 

依存していたが情報更新の停滞や個人情報保護が問題になってきたのでこれからどう 
するか考えていかねばならない。 

  森林計画をどう行っていくか、実態としてどう生かしていくかということも考えなけ 
ればならない。 

 
ア：モニタリング調査と国家森林資源データベースはどこがちがうのか。2 つある必要はな 

いのではないか。国家森林資源データベースは今日の議論の問題点を明快に解決でき 
ている。こちらの方が、ツールとして明快なのではないか。1 つに集約することが必要 
なのではないか。 

家：温暖化吸収量算定に当たっては、統計的精度付きのデータでないといけない。そのた

め、国家森林資源データベースだけでは駄目なのである。森林資源モニタリング調査

でチェックをかける。逆に、モニタリングだけではだめな点もある。プロット点なの

で、FM 算定ができない。場所特定が必要だからである。その時には国家森林資源デー

タベースが良いだろうとされている。そのため両方作られている。 
委：それぞれの必要性があって作られている。それぞれ特徴がある。その関係性をもう一 

回きちんと考えていかなければならない。余分な所は省略する必要もある。 
 
 
 
 
 
 
 
 



3－2．木平会長による総括 
 
本日のセミナーは、森林情報、森林調査についての議論であった。議論は問題提起で終わ 
ってしまっており、考えるべきはここからではないかと思う。 
サンプリングによる調査システムと森林簿による情報があり、それに関する議論が大半で 
あった。 
まず森林簿について。コンピュータやリモセン、レーザプロファイラなどの技術が利用で 
きるようになってきたので管理方法が変わってくる。森林簿を誰が何のために作成するの 
かが問題であり、現状ではどういう情報が必要なのかがあいまいで、混乱している。日本 
の森林簿はサンプリングのアイディアと場所別の個別林分の両方の役割を持っている、そ 
れゆえ大きくなって性格がぼけてきた。どういう情報が必要か、それをどう公開していく 
か、場所によって必要な情報、情報の優先度は違うのではないか。あとはそれを誰が作っ 
ていくのか。地方自治体、組合、企業の役割分担が必要である。森林簿に伴って現実的な 
問題として、林地の境界特定をどうするか、所有者には様々な人がいるがそれぞれの主張 
にどう対処するか、現地に詳しい人材が必要である、など実務上の課題も山積している。 
また、サンプリング調査について。海外の事例を多く見たが、それぞれの国が目的を持っ 
て調査を行っている。日本も調査の目的をもう少し明確にして日本の森林経営に役立てる 
と良いという議論であった。モントリオールプロセスも大切、林業経営も大切、公益的機 
能発揮も大切である。整備されたデータをどう公開しどう評価するか、チェック機構を設 
けることも必要である。 
 
個人的な意見として。森林簿は確かに日本の伝統的な方法であり古い時代の枠組みを持っ 
たままコンピュータが入ってきて、一括管理がなされようとしてきた。制度となり、予算 
がついて管理を行う。しかし、実際は古い枠から出られないというのが現状ではないか。 
現在の制度抜きにした、白紙にデザインする議論が必要なのではないかと思う。 
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